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千葉市では、災害時等に備え、一般社団法人日本ＵＡＳ産業振興協議会（ＪＵＩＤＡ）と

「災害時等における無人航空機による活動協力に関する協定」を締結しますので、お知らせ

します。 

また、協定締結式を実施しますので、併せてお知らせします。 

 

１ 協定の趣旨 

 市域に災害等が発生した際の、無人航空機を使用した活動に関する協力をいただくべく、

一般社団法人日本ＵＡＳ産業振興協議会と「災害時等における無人航空機による活動協力

に関する協定」を締結するもの。 

 

２ 締結する協定の協力事項の概要（詳細は別添「協定書」参照）  

災害発生時等において、以下の内容を協力いただきます。 

（１）無人航空機による情報収集活動によって得られる画像（動画を含む）情報の提供 

（２）無人航空機を使用した応急物資（医薬品、資機材、食糧等）の運搬 

（３）操縦者の派遣および機体の提供 

（４）その他、災害時等において必要と認められる活動 

 

３ 協定締結式 

（１）日時 

   令和７年２月２８日（金）１５：００から 

（２）場所 

   市役所高層棟４階 市長応接室 

（３）出席者 

   一般社団法人日本ＵＡＳ産業振興協議会 千田
せ ん だ

 泰弘
やすひろ

 副理事長 ほか 

   千葉市長 神谷 俊一 ほか 

（４）同席者 

   株式会社Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ
リ ベ ラ ウ ェ ア

 林
はやし

 昂
こう

平
へい

 取締役 

※株式会社Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅは千葉市に本社があり、一般社団法人日本ＵＡＳ産業

振興協議会会員企業となります。 

（５）取材について 

協定締結式当日の取材を希望する方は、２月２７日（木）１５：００までに電子メー

ルで危機管理課緊急対策室（kiki-err@city.chiba.lg.jp）へご連絡ください。 

  

 
 令和７年２月２５日 

総合政策局危機管理部 
危機管理課 
電話 ２４５－５１３６ 

   

 

一般社団法人日本ＵＡＳ産業振興協議会と災害時等における無人航空機による活動協力

に関する協定を締結します  
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＜参考＞一般社団法人日本ＵＡＳ産業振興協議会について 

（本社 東京都文京区本郷５－３３－１０ いちご本郷ビル４Ｆ） 

一般社団法人日本ＵＡＳ産業振興協議会（ＪＵＩＤＡ）は、平成２６年７月に設立され、

日本の無人航空機（ＵＡＳ）および次世代移動体システム（ＡＭＳ）の新たな産業・市場

の創造支援と健全な発展への貢献を目的として活動している。 

 災害支援活動として、令和６年能登半島地震では、ドローンによる災害支援活動を  

ＪＵＩＤＡ加盟企業２６団体を統括し、約１カ月間、延べ１００回以上の災害支援活動を

行った。また、直近での災害支援活動として、令和７年１月２８日に発生した埼玉県八潮

市の道路陥没事故で、対応にあたっていたドローン運航業務のチームのうち株式会社  

Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ（千葉市）が開発した超狭小空間点検ドローンＩＢＩＳ２
ア イ ビ ス ツ ー

が「落下した

車のキャビンらしきもの」を発見するに至っている。 

 


